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第1節 都市計画決定と施行規程 

 
 
1 施行区域の都市計画決定 

 

公共団体施行の都市計画事業としての区画整理事業は、法の定めにより都市計画区域内で行

うこととなっているため、平成 2 年 11 月 16 日、本事業の施行区域の都市計画決定が宮城県告

示第1323号で告示された（その後、施行区域の拡大に伴い、9年2月18日、宮城県告示第190

号で変更決定されている）。 

 

 

2 施行規程の概要 

 

公共団体施行による事業の施行規程は、法第53条の規定により条例で定めることになってい

る。当事業においては、平成2年12月25日宮城県条例第41号により定められた。 

 

（名称） 

 仙塩広域都市計画事業仙台港背後地土地区画整理事業の施行に関する条例 

 

 この施行規程の概要は以下のとおりである。 

（1）総則 

事業の名称   仙塩広域都市計画事業 仙台港背後地土地区画整理事業 

事業の範囲   法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業 

事務所の所在地 仙台市青葉区本町3丁目8番1号 

 

（2）土地区画整理審議会 

委員の定数 20人（内 学識経験者4人） 

委員の任期 5年 

 

（3）地積の決定方法 

従前の宅地の各筆の地積（以下「基準地積」という。）とは、事業計画の公告の日（以下

「基準日」という。）現在における宅地の各筆について、知事が実測した地積とする。た

だし、知事が実測する必要がないと認められる宅地に係る基準地積は、基準日現在にお

ける土地登記簿に記載されている地積とする。 

 

（4）評価 

評価員の定数 5人 

  

1-14

第1部・第2章



第2節 事業計画 

 

 

1 事業計画の概要 

 

 東北地方の国際貿易や仙台都市圏の物流拠点の形成を目的としてスタートした仙台港背後地

土地区画整理事業の計画の概要は以下のとおりである。 

 

事業の名称 仙塩広域都市計画事業仙台港背後地土地区画整理事業 

施行者 宮城県（法第3条第3項） 

施行面積 約258.5ha（仙台市約248.7ha、多賀城市約9.8ha） 

事業期間 平成3年度～平成31年度 

総事業費 628.8億円 

減歩率 平均29.68％（公共減歩17.98％、保留地減歩11.70％） 

計画人口 昼間人口約16,600人、夜間人口約2,400人 

建築物戸数 332戸（うち要移転戸数：309戸） 

 

 

2 施行区域 

 

本地区は、仙台駅から東方約10㎞の距離にあり、現在国際貿易港として整備が進められてい

る仙台港の背後に位置し、仙台市と一部多賀城市とにまたがっている。地区の東側は仙台塩釜

港仙台港区臨港地区（仙台港中央土地区画整理事業地区）に、北側は仙台臨海鉄道、仙塩幹線

仙台港北IC及び仙台市出花土地区画整理事業地区（施行済）に、南側は民間開発による住宅団

地に接する東西約3.2㎞、南北約2.2㎞の蝶形をした面積約258.5haの地区である。 

 

 

  

施行地区位置図 
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3 事業の目的 

 

仙台港背後地は、東北唯一の国際拠点港湾である仙台国際貿易港に隣接する地区であり、宮城

県はもとより、東北地方の国際貿易・交流拠点として、また、仙台都市圏の物流拠点、工業生産

拠点としての機能を持つべき地区としてその整備が望まれている。 

そこで、宮城県と仙台市は、21世紀に向けて東北地方の発展を先導し、国際化・情報化等に

対処する計画的な都市基盤整備を共同で行い、アメニティに富んだ魅力あるまちづくりを推進す

ることとした。 

 

 

4 施行地区内の土地の現況 

 

本地区は、農地（主に水田）の占める割合が高く、市街化の遅れが目立っている。住宅地は既

存の3つの集落に分散しており、商業地（運輸・倉庫施設を含む）や工業地は都市計画道路清水

小路多賀城線や臨港道路沿いに分布しているが、高度化の傾向はみられない。 

道路は地区面積の約10％、水路は約4％で道路率は比較的高いが､道路のうち都市計画道路用

地が約6割を占めており、生活道路の占める割合は低い。 

地勢的には、西から東になだらかな傾斜となっており、標高は1～5m程度で起伏は少ない。 

供給処理施設としては、上・下水道の幹線管渠や工業用水道、ガス管、ＮＴＴ地下ケーブルが

都市計画道路や市道に埋設されているほか、地区内には工業用水道、東日本旅客鉄道㈱及び仙台

市公共下水道の3つのポンプ場が設置されている。 

また、地区の北側には東北電力㈱の高圧線が通っており､地区に隣接して仙台港変電所が設置

されている。 

公益施設としては､地区の西側に公会堂（集会所）と消防署分団があるほかは特になく、地区

に隣接して高砂中学校が立地し、また仙台市高砂土地区画整理事業地区に小学校用地が確保され

ている程度である。 

 

 

5 土地利用計画 

 

本地区は、仙台国際貿易港に関連し、国際貿易・交流機能など新たな都市機能を集積するため、

地区のほぼ中央に核となるセンター地区を配置し、これらの拠点形成を図ることとしている。 

また、仙台都市圏の物流・工業生産拠点としての機能を形成するため、センター地区の周辺に

流通業務地区を、東部に既存工業地と一体となった工業地区を配置し、この産業系土地利用と北

西部に配置した住宅地区の境界については緩衝緑地を配置し、居住環境の保全に配慮することと

した。本地区の土地利用の構成は以下のとおりである。 
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■土地の種目別施行前後対照表 
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6 公共施設整備計画 

 
都市施設の計画的な整備を行い、アメニティに富んだ魅力あるまちづくりを行うものとし、道

路の配置に当たっては、段階構成を図ると共に、産業系、歩行者系の機能分担を明確に行い、安

全で快適な公共施設空間の確保に努める。 
 
（1）道路計画 

既存道路の利用、地区外との連絡を考慮し、市街化予想に適合するよう都市計画道路を根幹

として区画道路幅員6m 18m、歩行者専用道路幅員4m 6mを計画配置する。 

  センター地区内の道路については、多数の来訪者が予想されることから、歩行空間を重視し

たアメニティ豊かな空間の形成に努める。 

  街区については、土地利用計画及び地区の形状を勘案しながら矩形またはこれに近い形で計

画する。 

  また、仙台東幹線仙台港インターチェンジについては別途事業により整備を行う計画として

いる。 

 

道路計画に当たり考慮した点は以下のとおり。 

 

①道路計画の基本的な考え方 

 施行地区は約 258.5ha にも及ぶ大規模な区域であり、地区内の土地利用についても、住宅

系、産業系、業務系等、種々の異なる機能が配置されている。これらの土地利用（機能）に

ついて発生集中する交通は、それぞれ性格が大きく異なっている。 

 従って、それぞれ異質の交通を円滑に処理し、かつ全体の機能配置に悪影響を及ぼさない

ように道路計画を策定することが重要となる。そのためには、次のような考え方を基に道路

の段階構成の明確化を図る必要がある。 

イ） 通過系の交通を大量かつ迅速に処理するための幹線道路網体系の確立 

ロ） それぞれの土地利用の阻害要因となる通過交通の流入を防ぐとともに、幹線道路自体

の機能低下を防ぐため、補助幹線道路以下の道路網についての体系的な配置・整備 

また、本地区は仙台港に隣接した地区であり、文化・レジャー・イベント等の機能を持つ

センター地区が中心に位置することから、多種多様な人々の来訪が予想されるため、センタ

ー地区を中心に、駅、商業地、地区公園等を結ぶ歩行者道路網の確立を図り、安全で快適な

アメニティの高い歩行者空間の創出を行うこととした。 

 

②ネットワーク構成 

 本地区では、既存道路及び都市計画道路など上位計画で位置づけられている道路によって、

既定交通ネットワークが構成されている。従って、これを基本として、土地利用計画に整合

させた道路の段階構成を図ることにより、適切な交通処理を行うものとする。 

 また、本地区の交通ネットワークは、既定交通ネットワークや機能配置パターンとの整合

性を勘案し、円滑に、かつ合理的に交通処理が行えるように、補助幹線道路ネットワークを

設定する。 

 なお、歩行者動線については、歩道、歩行者専用道路、緩衝緑地等を利用して、公園、セ
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ンター地区、港、都市計画道路3・3・82中野栄駅前通線沿いの商業地、駅等をネットワーク

させ、安全で快適な歩行者空間の形成を図る。 

 上述した点を考慮し、施行地区及びその周辺の道路の段階構成をまとめたものが下図であ

る。 

 

■ 施行地区の基本構成図 

 
③計画道路の区分と標準断面 

 ⅰ）道路の区分 
  都市計画道路の設計諸元は、道路構造令に従い、下記のとおりとした。 
 
■ 都市計画道路 

種別 都市計画道路名 幅員 車線数 中央分離帯 

主要幹線道路 
清水小路多賀城線 40m 6車線 あり 

八幡築港線 40m 4車線 あり 

幹線道路 

仙台港多賀城線 28 40m 4車線 あり 

鶴ヶ谷仙台港線 30m 4車線 あり 

清水沢多賀城線 28m 4車線 あり 

ポートセンター西線 25m 4車線 あり 

補助幹線道路 

海の見える大通り線 30m 2車線 なし 

ポートセンター中央線 25m 2車線 なし 

ポートセンター南線 22m 2車線 なし 

高砂駅蒲生線 22m 2車線 なし 

中野線 22m 2車線 なし 

港北工業幹線 18m 2車線 なし 

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
西
線
 

ポートセンター南線 

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
中
央
線
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   ⅱ）標準断面については、次のように計画する。 

  
■標準断面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：仙台港背後地土地区画整理事業Ｂ調査報告書 

〔主要幹線道路〕 

〔補助幹線道路〕 

〔幹線道路〕 

〔主要区画道路〕 

〔区画道路〕 

1-20

第1部・第2章



（2）公園・緑地計画 

地区の南部に総合公園（14.5ha）を配置するほか、その他地区全体で9箇所の公園を配置し、

地区面積の3％以上かつ想定地区内人口1人当たり3㎡以上となるように22.25haを確保する。 

配置に当たっては、土地利用、誘致距離、歩行者のネットワーク並びに貴重な植生の保全等

を考慮し、住宅地区においては居住者の利便を考慮した街区公園を3箇所、その他の地区にお

いては就業者の利便性及びセンター地区への来訪者の憩いと安らぎの場として近隣公園 6 箇

所を適所に配置する。 

緑地は、主として住宅地区の居住環境保全を図るため、土地利用の異なるゾーンに接する住

宅地の周囲に緩衝緑地として配置する。 

公園・緑地の計画に当たり考慮した点は以下のとおり。 

 

①公園・緑地配置の基本的な考え方 

 

■ 公園 

 

・総合公園については、そのアクセスを考慮して清水小路多賀城線とポートセンター

南線の交差部近辺に両路線に接するように配置する。 

・地区の土地利用の性格上、流通業務地区や工業地区等、機能主体で殺風景になりが 

ちであり、地区の就業者や来訪者にうるおいとやすらぎを与えるようにある程度ま 

とまった緑地空間を確保する意味から、近隣公園を配置する。 

・住宅地区については、居住者の日常の用に供するための児童公園を配置する。 

・土地利用等周辺状況を考慮し、各々特徴ある計画内容を検討する。 

・地区の構成をわかりやすくするランドマーク的役割も持たせる。 

・総合公園を除いたその他の公園の面積は地区面積の3％以上、かつ居住人口1人当た 

り3㎡以上を確保する。 

・地区外の公園を含めた誘致距離並びに歩行者のネットワークを考慮する。 

・貴重な植生及び文化財の保全に留意する。 

 

 

■ 緑地 

 

・幹線道路やインターチェンジと、住宅地等との緩衝機能を持たせた緑地を配置し、 

歩道等との一体的な利用が可能な歩行者空間の創出を図る。 

 

 
②公園の設計 

配置の基本的な考え方や、計画の前提条件を踏まえ、別表「各公園の性格付け」に示す

とおり総合公園及び1号から9号公園（近隣公園6箇所、児童公園3箇所）を設計する。 

 

③緑地の設計 

幹線道路等と隣接した住宅地については、騒音等の悪影響が当該土地利用に直接及ばな
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いようにするために、緩衝帯としての緑地を計画し、歩道と一体的な整備を行い、歩行環

境の向上を目指すことが望ましい。 

また、地区に関連するインターチェンジ周辺も同様に、緩衝帯としての緑地を計画する。 

 

■ 公園・緑地配置計画図 

 
 

別表 各公園の性格付け 

 
出典：仙台港背後地土地区画整理事業Ｂ調査報告書
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7 造成計画 

 
（1）造成計画の基本的な考え方 

造成計画に当たっては次の点に留意するものとした。 
 

 
① 施行地区周辺の道路や現在施行中の都市計画道路の道路高との整合を図る。 
② 地区は農地（水田）を主体とした平坦な地形であるため、地区内のみで土量をバランスさ

せることは困難であるが、搬入量はできるだけ少なくする。 
③ 排水計画（特に雨水排水）を考慮する。 
・雨水幹線の土被りの確保 
・排水勾配の確保 

④ 地区の土質状況は浅海性堆積砂が主体であり、造成に当たっては、軟弱地盤対策の必要性

も考えられるため、これを考慮する。 
⑤ 地区内の農地のうち、当面の営農継続希望の対象となる農地については、当面の営農が可

能となるよう配慮する。この場合、暫定的な農地ができるだけ集約化されていた方が土地

利用上あるいは施設整備上望ましいため、換地計画において可能な限り考慮する。 
⑥ 宅地整地地盤高は街区の周辺道路の平均高に10cm 20cmを加えた高さを標準とする。 

 
 

（2）造成計画 

  以上を基に設定された造成計画が下図である。 

 

■ 造成計画図 
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8 公益施設整備計画 

 
（1）学校 

現在、本地区に関連する学校区は、小学校が6校区、中学校が3校区に分かれている。本事

業では、既存の施設を利用することとし、地区内の整備は行わないものとする。 

 

（2）センター地区整備計画 

センター地区は仙台国際貿易港の背後地の中心地区として、貿易交流施設や商業文化レクリ

エーション施設等の集積を図り、背後地の核となる機能を備えたまちづくりを整備方針とする。 

 
 
9 供給処理施設整備計画 

 

（1）供給処理施設整備計画 

供給処理施設の整備計画に当たっては、次の点に留意するものとした。 

 

 

① 上水道計画 

上水道は道路下に配水管を埋設し、各戸に供給できるようにする。 

② 下水道計画 

下水道は仙台市仙塩流域関連公共下水道事業計画に基づき、分流式で整備を行う

ものとし、必要な断面を確保し、基本的には道路下に埋設し処理を行う。 

③ 電気・電話・ガス施設計画 

都市ガスは道路下に埋設し、地区全体に供給できるように配管する。電力柱、電

話柱については、基本的に共架とし、道路の有効活用を考慮する。 

 

 

 

（2）供給処理施設 

 

 

 
 

 

上水道 仙台市上水道・多賀城市上水道 

下水道 仙台市公共下水道・多賀城市公共下水道 

ガス 仙台市ガス（都市ガス） 

電気 東北電力株式会社 

電話 ＮＴＴ東日本株式会社 

工業用水 宮城県企業局 
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10 地区計画 

 
（1）地区計画の制定 

仙台港背後地では、公共団体施行の土地区画整理事業として基盤整備を行っており、その効

果を生かすため、また無秩序な建築行為等によって基盤整備の効果が損なわれないようにする

ため、事業地内をセンター地区・流通業務地区・工業地区・住宅地区の4つの地区に分け、そ

れぞれについて地区計画を定めた。 

 

センター地区 

仙台国際貿易港の整備にあわせ、国際交流機能、高度業務機能、にぎわいある商業機能

及び文化・レクリエーション機能の集積を図りつつ、魅力ある良好な環境の市街地形成を図

る。 

流通業務地区 港湾機能及び道路網の整備による立地特性を活かした流通業務拠点の形成を目指す。 

工 業 地 区 流通加工、加工組立または国際港に関連する工場等の立地を図る。 

住 

宅 

地 

区 

一般住宅 

Ａ 地 区 

日常生活に必要な店舗、飲食店等の立地を許容しつつ、高層建築物の建築を制限し、低

層住宅に係る良好な居住環境の形成を図る。 

一般住宅 

Ｂ 地 区 

日常生活に必要な店舗、飲食店等の立地を許容しつつ、低層住宅を主体とした良好な居

住環境の形成を図る。 

 

 

 

※ 地区計画とは 

地区の特性に応じた良好な市街地を形成していくために、住民の総意に基づき、地区に必要な道路や公園

などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、建ぺい率、かき・さくの構造や建築物

の形態・意匠の制限等を、その地区のルールとして定めることができる制度で、昭和55年に創設された。 

仙台市ではこの制度を積極的に活用し、杜の都にふさわしいうるおいのある良好な市街地を形成していく

ため、昭和 62 年 3 月に「仙台市地区計画等の案の作成手続に関する条例」を定め、地区計画をより有効に

機能させるため、63年2月に「仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を制定した。 
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（1）地区計画の内容 

都市計画の用途地域による規制に、まちづくりのルールとして、下表の規制が上乗せされる。 
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第3節 事業計画変更の概要 

 
仙台港背後地土地区画整理事業は、東北地方の国際貿易や仙台都市圏の物流拠点の形成を目的

としている事業であるが、事業計画については、事業区域の拡大、事業費の大幅な増大、それに

伴う事業期間の延伸、東日本大震災の対応などの理由により、換地処分まで計6回にわたり事業

計画の変更を行っている。 

 
 
1 事業計画変更の経過 

 
仙台港背後地土地区画整理事業は、平成3年7月 23日に決定され、事業がスタートしている

が、住宅地区における日照条件やセンター地区の土地利用計画及び交通処理を勘案した道路位置

の変更、公共下水道1号雨水幹線ルートの変更及び総合公園の都市計画決定に伴う公園の形状変

更により、事業計画変更案を策定。平成6年2月18日、1回目の事業計画変更が決定している。 

 平成8年度以降は、本格的な事業の進展に伴い、移転・移設補償費や工事費等の予算も大きく

伸びていった。3年度から7年度までの5年間の累計事業費は約56億円だが、8年度から5年間

の累計事業費は257億円に上った。 

 

 2回目となる計画の変更は平成10年7月31日に決定。この計画変更では、事業開始当初から

強い要望のあった地区北側の生コンプラント用地の一部や、南側の都市計画道路高砂駅蒲生線に

より分断された土地を施行区域へ編入し、施行面積を257.1haから258.5haに拡大するとともに、

事業完了年度を10年度から18年度に延長した。総事業費で見ると、当初計画では371億円であ

ったが、第2回の計画変更では、592億6千万円となり、221億6千万円（59.7%）の大幅な増額

となっている。特に増加が顕著なのは、建物移転費、下水道整備費、整地費及び調査設計費であ

った。 

 

 3回目の事業計画の変更は、平成17年9月20日に決定されている。この計画変更では、流通

業務地区及び工業地区における飛換地に伴う玉突き移転の遅れなどから、予定されていた平成

18 年度の事業完了がかなり難しい状況となったため、事業完了年度を 18 年度から 23 年度に 5

年間延伸すること、全体事業費を約33億円増額し625億8千万円とすることなどを盛り込んだ。 

 

 4回目の事業計画の変更は、平成23年5月27日に決定された。これは東日本大震災前から予

定されていたもので、施行期間の見直し（事業の完了：平成24年3月31日→30年3月31日に

6年延伸）、資金計画の見直し（全体事業費：625 億 8千万円→627 億 8千万円に増額）、公共施

設の見直し（区画道路や緑地計画の一部変更）を柱とするものであった。 

 

 5 回目となる事業計画の変更は平成 25 年 5 月に決定されている。震災による復旧費が新たに

必要となったことから資金計画の見直しが行われ、全体事業費は 627 億 8 千万円から 629 億 4

千万円に増額された。 
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 6回目の事業計画の変更は平成26年6月17日に決定された。事業の完了に向けた精査結果を

もとに、換地計画の前提となる土地の種目別面積の変更等を行い、あわせて施行期間の見直し（事

業の完了：平成30年3月31日→32年3月31日に2年延伸）と資金計画の見直し（全体事業費：

629億4千万円→628億 8千万円に減額）を行った。 

こうして、同年7月換地計画が決定し、8月換地処分通知を発送。10月31日換地処分の公告

が行われ、31年度末の事業完了を目指している。 

  

■ 事業計画の経過 

平成2年11月16日 都市計画決定（施行区域面積：257.1ha）（県告示第1323号） 

平成3年7月23日 事業計画決定（県告示第903号） 

平成6年2月18日 事業計画（第1回）変更（県告示第167号） 

平成9年2月18日 都市計画決定（施行区域面積：258.5ha）（県告示第190号） 

平成10年7月31日 事業計画（第2回）変更（県告示第833号） 

平成17年9月20日 事業計画（第3回）変更（県告示第1061号） 

平成23年5月27日 事業計画（第4回）変更（県告示第409号） 

平成25年5月31日 事業計画（第5回）変更（県告示第490号） 

平成26年6月17日 事業計画（第6回）変更（県告示第551号） 

平成26年10月31日 換地処分の公告 
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■ 数字で見る事業計画変更（その１）  
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 数字で見る事業計画変更（その２） 
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